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１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年５月28日に提出いたしました第19期（自　2025年４月１日　至　2026年２月28日）内部統制報告書の記載事

項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。

　

２ 【訂正事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
２【評価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項】

（訂正前）

＜省略＞

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定し

た重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを

評価の対象と致しました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業

務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 
（訂正後）

＜省略＞

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の事業拠点のうち本社を「重要な事業拠点」といたしまし

た。他の拠点はいずれも展示場であり、主要な業務プロセス及び売上の計上は全て本社で行われるからであります。選

定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセ

スを評価の対象と致しました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係

る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
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